
対 象 
児童養護施設や母子生活支援施設等に 

在所する(していた)学生 
 

 

子供の体験活動 

をサポート 

業務の報酬として 

毎月一定額支給 

社会人基礎力が  

身につく 

 学生サポーターとは 

 国立青少年教育振興機構では経済的に困

難な状況下で大学や専門学校において勉学に

励む、児童養護施設または母子生活支援施設

等に在籍する（していた）学生を支援する「学生

サポーター制度」を行っています。 

 学生サポーターには土日や長期休暇期間に

当機構の施設で「生活・自立支援キャンプ」を

はじめとする各種事業や施設運営の補助に従

事(年間400～800時間程度)していただき、

毎月定額(4万円～10万円)を支給していま

す。 

令和４年１２月１日（木）～ 

               令和５年１月３１日（火） 

 

応 募 

期 間 

児童養護施設または母子生活支援施設等に在籍する（していた）学生のみなさん！ 

国立青少年教育施設で働きながら大学や専門学校で勉強しませんか？ 



 選考申込書 

(様式第1-1) 

選考申込書 

(様式第1-

2) 

推薦書 

(様式第2-

1) 

推薦書 

(様式第2-

2) 

在籍証明

書 

在学証明書 

高等教育機関に在

学中の方 
〇  〇  〇 

(※１) 

〇 

(※２) 

次年度高等教育機

関に進学予定の方 
 〇  〇 〇 

(※１) 

〇 

(※３) 

※１…現に在籍している、又は過去に在籍していた児童養護施設及び母子生活支援施設等の発行する在籍証明書 

※２…在学している高等教育機関(大学、短期大学、専門学校、大学院)の発行する在学証明書 

※３…在学している又は過去に在学していた高等学校等の発行する在学証明書(卒業証明書も可) 

募集期間 令和４年１２月１日（木）～令和５年１月３１日（火）    

 ※一次選考の結果は、申込受付期間終了後、３週間以内にお知らせする予定で

す。 

 

募集対象 児童養護施設又は母子生活支援施設等※に在籍する（していた）者で、次のいずれ

かに該当する者 

（１）高等教育機関(大学、短大、専門学校、大学院)に在籍している学生       

（２）次年度高等教育機関(大学、短大、専門学校、大学院)に進学しようとする学生 

※その他、自立援助ホームなど社会的養護施設等に在籍する（していた）方も個別

にご相談ください。 

募集人数 若干名 

業務内容 国立青少年教育施設が実施する次の業務 

 ・青少年を対象とした体験活動の事業に関する業務 

 ・児童養護施設等の子供を対象とした「生活・自立支援キャンプ」に関する業務 

 ・施設の整備や運営に関する業務 

 ・その他施設の所長が必要と認める業務 など 

業務場所 ・原則、居住地又は在学する高等教育機関の最寄りの国立青少年教育施設とし、 

各教育施設と相談のうえ決定します。  

・国立青少年教育施設の場所や通勤時間を確認のうえ、お申し込みください。 

業務時間  年間800時間、600時間、400時間の３つから選択できます。 

※業務日や業務時間は業務を行う国立青少年教育施設と相談のうえ決定します。 

  

委嘱期間 令和５年4月1日～令和６年3月31日 

※高等教育機関の卒業まで1年毎に更新可能。(別途更新願の提出が必要)  

※業務実績や業務態度等により期間中でも解嘱させていただく場合があります。  

報  酬 ・800時間→年間120万円 

・600時間→年間 90万円 

・400時間→年間 60万円 

・業務に係る交通費は別途支給します。 

申込書類  

書類提出先 〒１５１－００５２ 東京都渋谷区代々木神園町３－１  

 国立青少年教育振興機構 総務企画部総務企画課「学生サポーター」担当 
 



 

例）年間８００時間従事している大学２年のAさん 

 私は社会福祉士の資格を取得するために４年制大

学に通っています。勉強やサークル活動もあります

が、学生生活と学生サポーターを両立させながら頑

張っています。 

 また、コンビニのアルバイトなどと違って昼間に

業務を行っているので、生活リズムを崩さず、規則

正しい生活を送ることができています。 
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国立青少年教育施設（業務場所） 

※国立青少年教育施設は山間部にあり、通所時間が多くかかります。各施設のホームページ等で場所や通所時間を確

認のうえ、ご応募ください。なお、通所時間は概ね２時間以内となる施設での従事を推奨します。 

※その他 
 ・長期休日に実施するキャンプ等については、宿泊を伴い従事していただく場合があります。 

 ・業務中に撮影した写真等は、当機構の広報目的等で広報紙やHPに掲載させていただく場合があります。 

 ・申込み時の個人情報は、当機構関係規程等に基づき適切に管理し、この事業に関する事務のみに使用します。     

  法令等の定める場合を除いて第三者に開示することはありません。 

区別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

学サポ 7日間
（43時間） 

10日間
（68時間） 

10日間
（63時間） 

10日間
（38時間） 

1７日間
（140時間） 

1３日間
（107時間） 

９日間
（61時間） 

７日間
（48時間） 

1１日間
（78時間） 

４日間
（28時間） 

1２日間
（94時間） 

４日間
（32時間） 

学校 通常授業 通常授業 通常授業  テスト  夏休み  夏休み 通常授業 通常授業  冬休み  テスト  春休み  春休み 

先輩たちのスケジュール例



お問い合わせ 

〒１５１－００５２ 東京都渋谷区代々木神園町３－１  

 国立青少年教育振興機構 総務企画部総務企画課「学生サポーター」担当 

 TEL：０３－６４０７－７７３１ FAX:０３－６４０７－７６２９ 

 （平日 9時～17時45分）     
  その他、各施設へのお問い合わせは、国立青少年教育振興機構   

  HPよりご確認ください。 

学生サポーター 青少年募集 

１．必要な書類の準備 

 

   ２．申 込 

 

  1月３1日必着！！ 

３．一次選考（書類審査）   

 
※書類審査後、選考申込書の

住所へ通知を送付します。 

 

 

 ４．二次選考（面接）   

 
※希望施設にて（２月中） 

 

  ５．委嘱決定   

 

６．業務開始   

 
※業務計画の作成 

 

【その他、関連情報】 
 

 
Q. 国立施設ではなく、県立施設でも

従事可能？ 

Q. 年間業務時間800時間 

より短い時間での従事は可能？ 

A. 可能です。 

600時間又は400時間で設定でき

ます。 

 
A. 毎月の時間数にバラつきがあっ

ても報酬額は変わりません。毎月定

額で報酬を支払います。 

資生堂財団  

コンパスナビ 

A. 県立施設での従事はありません。応

募条件内に記載している 

28ヶ所の国立施設のみ従事可能です。 

【よくある質問】 

   社会的養護下で暮らす子どもたちへの支援や子どもを育

む職員への支援等を行っています。 

詳細については、公益財団法人資生堂子ども財団のHPを

ご覧ください。 

◇【公益財団法人 資生堂子ども財団】のご案内 

◇【コンパスナビ】のご案内 

   社会的養護下にあった青少年たちの就労支援や住居支

援、及び運転免許取得支援を行っています。 

  詳細につきましては、一般社団法人コンパスナビのHPを

ご覧ください。 

【申込みの流れ】 

Q. テスト期間等で毎月の 

業務時間にバラつきが 

出ても定額支給されますか？ 

 
A. その他、自立援助ホームなどの社会

的養護施設や婦人保護施設などに在籍

する（していた）方も、個別にご相談くだ

さい。 

Q.児童養護施設や母子生活

支援施設以外は対象になりま

せんか？  


